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公共の利益となる一定の事業に係る大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について
特別の措置を講ずることにより、事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図る。

①または②のうちいずれか深い方の深さの地下

①
40ｍ

大深度地下

支持地盤上面

地下室の建設のための利用が
通常行われない深さ

（地下４０ｍ以深）

②

10ｍ

基礎杭

支持地盤上面

大深度地下

建築物の基礎の設置のための
利用が通常行われない深さ
（支持地盤上面から１０ｍ以深）

大深度地下の範囲（法第２条） 対象地域（法第３条）

法の目的（第１条）

※首都圏整備法の既成市街地又は近郊整備地帯の区域内にある市町村の区域 2

大深度地下使用制度の概要



１号要件 ： 事業が第四条各号に掲げるものであ
ること。

２号要件 ： 事業が対象地域における大深度地下
で施行されるものであること。

３号要件 ： 事業の円滑な遂行のため大深度地下
を使用する公益上の必要があるもの
であること。

４号要件 ： 事業者が当該事業を遂行する十分な
意志と能力を有する者であること。

５号要件 ： 事業計画が基本方針に適合するもの
であること。

６号要件 ： 事業により設置する施設又は工作物
が、事業区域に係る土地に通常の建
築物が建築されてもその構造に支障
がないものとして政令で定める耐力
以上の耐力を有するものであること。

７号要件 ： 事業の施行に伴い、事業区域にある
井戸その他の物件の移転又は除却が
必要なるときは、その移転又は除却
が困難又は不適当でないと認められ
ること。

使用認可の手続 使用認可の要件（法第16条）
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大深度地下使用認可の手続について



4

○ 大深度地下使用協議会（第７条）

（目的）

公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の

適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行う

①法の運用に関係する事項についての情報交換等

②個別事業に関する早い段階からの調整等

（協議結果の尊重）

会議において協議が整った事項について、行政機関等は

その結果を尊重しなければならない

大深度地下使用協議会
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（目的及び設置）
第１条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（平成12年法律
第87号）第７条の規 定により、首都圏における公共の利益となる事業
の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合 理的な利用を図るために
必要な協議を行うため、首都圏大深度地下使用協議会（以下「協議
会」という。）を設置する。
（要領の適用）
第２条 協議会の運営に関しては、大深度地下の公共的使用に関する特
別措置法第７条に規定するもののほか、この要領の定めるところによ
る。
（会議の構成）
第３条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、別紙１に掲げる委員を
もって構成する。
（議長）
第４条 会議に議長を置き、関東地方整備局長をもって充てる。
２ 議長は、会務を総理する。
３ 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する会議の構成員
が、その職務を代理する。
（会議の招集）
第５条 会議は、必要に応じて議長が招集する。

（幹事会）
第６条 協議会に幹事会を置き、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。
２ 幹事会に代表幹事を置き、関東地方整備局建政部長をもって充てる。
３ 幹事会の幹事は、必要に応じて代表幹事が招集する。
（オブザーバー）
第７条 協議会に別紙３に掲げるオブザーバーを置く。
（要領の変更）
第８条 この要領の変更は、議長が協議会に諮って行うものとする。但し、
機関又はその組織の名称変更等に伴う軽微な変更については、議長の
専決により処理することができる。
２ 議長は、前項の規定による専決処分をしたときは、次回の協議会に報
告するものとする。
（庶務）
第９条 協議会の庶務は、関東地方整備局建政部計画管理課において処
理する。
（雑則）
第10条 この要領に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に
関し必要な事項は、議長が協議会に諮って定める。

【首都圏大深度地下使用協議会運営要領】 ※抜粋

【構成メンバー（所属のみ）】※順不同

総務省/文部科学省/環境省/国土交通省/関東管区警察局/東京都警察情報通信部/
北関東防衛局/南関東防衛局/関東総合通信局/関東財務局/関東経済産業局/
関東農政局/関東運輸局/関東地方整備局/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/
警視庁/さいたま市/千葉市/横浜市/川崎市/相模原市

大深度地下使用協議会



事業概要書の公告・縦覧

事 業 者 東 京 都 知 事

送付

（東京メトロ） （東京都都市整備局）

事業の共同化、事
業区域の調整等

（第1項等）

（第2項等）

（第3項）

（第5項）

大深度地下使用協議会
の構成員

協議会の構成員が所
管する事業者に周知

他の事業者

事業の共同化、事業
区域の調整等の申出

送付
（第4項）大深度地下使用協議

会の構成員に送付

事業概要書の作成

事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業概要書を作成し、第２項の事業にあっては
都道府県知事にこれを送付しなければならない。（法第12条）

事前の事業間調整の手続の流れ

○縦覧場所：
○○で ○箇所
・事業者の事務所
・関係市町村の施設

○縦覧期間： R７. ～ R7.

官報公告

事前の事業間調整
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前項の規定により事業概要書の写しを送付された協議会の構成員（第４条各号掲げる事業を所管する行政機関
に限る。以下この項においては同じ。）は、同条各号に掲げる事業を施行する者のうち当該協議会の構成員が所
管するものに対し、当該事業概要書の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

（法第１２条第４項）

周知方法

協議会構成員

法４条事業者

・周知文書の送付
・説明会の開催
など

周知文書例

○○○○第○○○号
令和７年 ○月 ○日

独立行政法人 ○○機構
○○社長 様

国土交通省○○地方整備局長

大深度地下の公共使用に関する特別措置法第12条第4項の規定に基づく
事業概要書の送付について

標記について、令和７年○月○日付け○○○○第○○号にて東京都知事より大深度地下
の公共的使用に関する特別措置法第12条第3項の規定により、事業概要書の写しが送付され
ましたので、同法第12条第4項の規定に基づく、当該事業概要書の内容の周知のため、下記
関係書類を送付します。

記

１ 事業概要書（写し）

２ 官報告示（写し）

問い合わせ先
国土交通省 ○○地方整備局
建政部 計画管理課
担当 ○○
○○市○○区○○
合同庁舎第○号館
TEL ○○
 FAX ○○

所管する事業者への周知

事前の事業間調整の手続について
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号 申請に係る事業 対象事業

４条 ① 道路 ・道路法による道路に関する事業 

② 河川 ・河川法が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する水路、
貯水池その他の施設に関する事業 

③ 農業用道路等 ・国、地方公共団体又は土地改良区（土地改良区連合を含む。）が設置する農業用道路、用水路又は排水路に関す
る事業

④・⑤ 鉄道 ・鉄道事業法第７条第１項に規定する鉄道事業者（以下単に「鉄道事業者」という。）が一般の需要に応ずる鉄道事
業の用に供する施設に関する事業
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
・軌道法による軌道の用に供する施設に関する事業

⑤・⑥ 軌道

⑦ 電気通信施設 ・電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業者（以下単に「認定電気通信事業者」という。）が同
項に規定する認定電気通信事業（以下単に「認定電気通信事業」という。）の用に供する施設に関する事業 

⑧ 電気工作物 ・電気事業法による一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関する
事業 

⑨ ガス工作物 ・ガス事業法によるガス工作物に関する事業 

⑩ 水道事業 ・水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法による工業用水道事業又は下水道法によ
る公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業

水道用水
供給事業

工業用水道
事業

公共下水道

流域下水道

都市下水路

⑪ 水資源機構
施設

・独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設
に関する事業

法第１２条第４項に基づき協議会構成員が周知を行う事業

事前の事業間調整の手続について
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